
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９函第６８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年１０月１９日 ００時２５分ごろ 

発生場所 北海道襟裳岬灯台から真方位０５３°３６海里付近 

（概位 北緯４２°１７.２′ 東経１４３°５２.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年１０月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 MEKHANIK
メ ハ ニ ッ ク

 BRYZGALIN
ブ リ ズ ガ リ ン

（ロシア）、４,０１４トン 

   ８２２５５１５（IMO番号）、ﾅﾎﾄｶ ｱｸﾃｨﾌﾞ ﾏﾘﾝ ﾌｨｯｼｬﾘｰ ﾍﾞｰｽ（ロシ

   ア） 

Ｂ 漁船 第五十一金勢
きんせい

丸、１６０トン 

   １２７１１１、栗山水産株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長（ロシア）、免状不詳 

Ａ 二等航海士（ロシア）、免状不詳 

Ｂ 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板水線上に破口 

Ｂ 左舷船首部外板凹損等 

 事故等の経過  Ａ船は、二等航海士Ａが操船し、約３.５ノット（kn）の速力で北東方に

向けてえい
．．

網中、Ｂ船は、船長Ｂほか１３人が乗り組み、襟裳岬南東方沖

の漁場に向けて船長Ｂが単独で当直につき、約１１kn の速力で南西進中、

平成２１年１０月１９日００時２５分ごろ、襟裳岬北東方約３６海里沖に

おいて、Ａ船の左舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 衝突後、Ａ船は、修理を行わないまま自力でロシアの根拠地に帰航し、

Ｂ船は、海上保安部の指示により自力で北海道十勝港に入航した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 ７～８m/s、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、波向 南西 

 その他の事項  船長Ｂは、Ａ船が右反転して針路を北東に変え、Ｂ船の前路を左方に横

切る態勢となったことをレーダーで確認していた。 

 衝突前、Ｂ船とほぼ同針路で先航していた僚船が、Ａ船の前路をわずか

に左転しながら航過した。 

 船長Ｂは、Ａ船の灯火の見え具合及びＡ船を通過した僚船とＢ船との距

離が約１.２海里あったことから、原針路及び原速力のまま、Ａ船の後方至

近を航過できるものと判断した。 

 船長Ｂは、船橋船尾側にある長いすの、船首尾線上から少し右舷側に寄

った位置に腰掛け、Ａ船が反転した後は航海計器を併用することなく見張

りを行った。 

 衝突直前、Ｂ船の後方を航行していた僚船から、「大丈夫か、航過できる

か」との通信があり、船長Ｂが、応答のため船橋左舷端にある無線機に向



かう間に衝突した。 

 Ａ船及びＢ船とも、汽笛、発光信号、無線等により互いに呼びかける措

置をとらなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、二等航海士ＡがＢ船が漁ろう中であるＡ

船を避航するものと判断し、警告信号等を行わなか

った可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、船長ＢがＡ船の反転後、航海計器を併用

して相手船の動静を適切に監視しなかったため、Ａ

船に接近していることに気付かず、Ａ船を避ける措

置をとらなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、襟裳岬北東方沖において、Ａ船が漁ろうに従事中、Ｂ

船が南西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられるが、

Ａ船の調査ができなかったことから、衝突の原因を明らかにすることがで

きなかった。 

 




